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相談支援専門員に知っておいてほしい

ウィズの役割
～兵庫県地域生活定着支援センターのご紹介～

兵庫県地域生活定着支援センター

益子千枝



地域定着支援センターとは？
矯正施設退所者や起訴猶予処分等となった障害者や高齢者のうち自立した生活を営むことが困難な者に対して、
本人の同意のもと地域住民の一人として安定した環境で地域生活を送ることができるように、福祉的支援に円滑
に繋ぐためのコーディネート業務をおこないます。

◆ センターの体制 所長、相談員、事務員。 兵庫県全域を担当
◆ センターの所在地  兵庫県地域定着支援センター ウィズ

（住所）〒651-7751 兵庫県神戸市中央区二宮町4-7-6 NSビル4階401号
（TEL）078-241-7751 （FAX） 078-241-7752

◆ お願い
まずは、お電話をいただきますよう、よろしくお願いいたします。直接
の来訪はご遠慮ください。

【業務内容】

地域生活定着促進事業（厚生労働省・法務省協働事業）

① コーディネート業務
保護観察所からの依頼により矯正施設を退所す
る障害者・高齢者の生活環境調整をおこないます。

② フォローアップ業務
上記の①により矯正施設を退所した者が安定した
生活を送れるよう帰住先の行政機関や福祉関係
者その他の支援者等と協働します。

③ 被疑者等支援業務
保護観察所棟からの依頼により被疑者・被告人を
収容する施設を退所する障害者・高齢者の生活環
境調整をおこないます。

④ 相談支援業務
上記に該当しない罪を犯した障害者・高齢者に対
し、地域社会からの相談を受け、その支援をおこ
ないます。
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ご清聴ありがとうございました

残暑厳しいなか毎日お忙しいと思いますが、どうぞ
ご自愛ください
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